
JP 4849664 B2 2012.1.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水が流入される流入口と、該流入口から流入した排水を溜める封水椀部と、前記流入
口を有するとともに、前記封水椀部内に配置されて封水を形成する防臭筒と、前記封水椀
部から溢れ出た排水を下水側に流出させる流出口と、を備える排水トラップにおいて、
　前記封水椀部内で一方向に回転する渦流が水流により発生するように排水を案内する排
水案内手段を備え、前記排水案内手段は、前記流入口の周囲に形成される水受面上に、少
なくとも円周方向に傾いて前記流入口に繋がるように形成された水受傾斜面である、こと
を特徴とする排水トラップ。
【請求項２】
　前記排水案内手段は、前記流入口の周囲に形成される水受面上に、平面視で前記流入口
に向けて略渦巻状に延びるように立設された立設面である、ことを特徴とする請求項１に
記載の排水トラップ。
【請求項３】
　前記封水椀部の底面は、中心から外周部に向けて下方に傾斜する略山型形状となってい
る、ことを特徴とする請求項１または２に記載の排水トラップ。
【請求項４】
　前記封水椀部の上方には、上面が開口するとともに、底面に前記流入口が形成された水
受椀部が設けられているとともに、該水受椀部内には網かごが配置されており、該網かご
の最下面と前記封水椀部に溜まる封水の水面とに接触する接触部材を備える、ことを特徴
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とする請求項１ないし３のいずれかに記載の排水トラップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キッチン台のシンクの底部や浴室の床面などに設置される排水トラップに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のキッチン台のシンクの底部や浴室の床面などに設置される排水トラップとして、
排水トラップ内に流入する排水を溜める封水部（封水椀部）と、封水部内に配置されて下
水側からの臭気の通過を阻止する防臭筒と、封水部の周りに配置された外壁部（外周流路
部）と、封水部から溢れ出た排水を外壁部を介して下水側に排出する排出口（流出口）と
、を備えているものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３０２９７９号公報（第３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の排水トラップにあっては、下水側からの臭気の
通過を封水により阻止するために、封水部（封水椀部）に溜められた排水が溢れ出ること
で外壁部（外周流路部）に流れ出し、外壁部に形成された排出口から排水が排出される構
造となっているので、多量の排水が連続的に排水トラップに流入したときであっても、排
水の流れが封水部で弱まりやすいため、排水に含まれるゴミが封水部の底面に溜まり易い
ばかりか、底面に溜まったゴミは排水が流入しても浮上して溢れ出にくいため、排水トラ
ップの清掃等を怠ると、排水トラップの排水性能が悪化したり、封水部内に溜まった排水
の臭気が上がってくる虞があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、封水椀部から溢れ出た排水を
下水側に流出させる排水トラップにおいて、排水に含まれるゴミが封水椀部の底面に溜ま
ることを防ぐことができる排水トラップを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の排水トラップは、排水が流入さ
れる流入口と、該流入口から流入した排水を溜める封水椀部と、前記流入口を有するとと
もに、前記封水椀部内に配置されて封水を形成する防臭筒と、前記封水椀部から溢れ出た
排水を下水側に流出させる流出口と、を備える排水トラップにおいて、
　前記封水椀部内で一方向に回転する渦流が水流により発生するように排水を案内する排
水案内手段を備え、前記排水案内手段は、前記流入口の周囲に形成される水受面上に、少
なくとも円周方向に傾いて前記流入口に繋がるように形成された水受傾斜面である、こと
を特徴としている。
　この特徴によれば、排水案内手段によって排水が案内されることにより、封水椀部内で
一方向に回転する渦流が排水の流れにより発生するので、水流の勢いが封水椀部内におい
て弱まりにくくなるとともに、封水椀部の渦流によって発生する遠心力により、排水に含
まれるゴミが、封水椀部から溢れ出る排水とともに流出口に流出しやすくなるので、ゴミ
が封水椀部の底面に溜まることを防ぐことができる。また水受傾斜面によって、流入口か
ら封水椀部内に流れ込む直前で排水に円周方向に流れる渦流を発生させることができるた
め、封水椀部内に勢いがある渦流を発生させることができ、ゴミが封水椀部の底面に溜ま
ることを防ぐことができる。
【００１１】
　本発明の請求項２に記載の排水トラップは、請求項１に記載の排水トラップであって、
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　前記排水案内手段は、前記流入口の周囲に形成される水受面上に、平面視で前記流入口
に向けて略渦巻状に延びるように立設された立設面である、ことを特徴としている。
　この特徴によれば、平面視で渦巻状になっている立設面により排水が案内されることに
よって排水が渦流となり、流入口から封水椀部内に流れ込む直前で排水に円周方向に流れ
る渦流を発生させることができるため、封水椀部内に効率よく渦流を発生させることがで
き、ゴミが封水椀部の底面に溜まることを防ぐことができる。
【００１３】
　本発明の請求項３に記載の排水トラップは、請求項１または２に記載の排水トラップで
あって、
　前記封水椀部の底面は、中心から外周部に向けて下方に傾斜する略山型形状となってい
る、ことを特徴としている。
　この特徴によれば、封水椀部の底面の中央にゴミが溜まらないようになるため、封水椀
部の底面の外周に溜まったゴミは、排水の流入により発生した渦流による遠心力によって
封水椀部から溢れ出やすくなる。
【００１４】
　本発明の請求項４に記載の排水トラップは、請求項１ないし３のいずれかに記載の排水
トラップであって、
　前記封水椀部の上方には、上面が開口するとともに、底面に前記流入口が形成された水
受椀部が設けられているとともに、該水受椀部内には網かごが配置されており、該網かご
の最下面と前記封水椀部に溜まる封水の水面とに接触する接触部材を備える、ことを特徴
としている。
　この特徴によれば、水が有する表面張力によって、網かごの網目に停滞する水が接触部
材を介して封水椀部に溜められた排水に流れ落ちるようになり、網かごの乾燥を早めるこ
とができ、網かごにおけるカビ等の発生を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係る排水トラップを実施するための最良の形態を実施例に基づいて以下に説明
する。
【実施例】
【００１６】
　本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、先ず図１は、実施例における排水トラッ
プが設けられたシンクを示す縦断側面図であり、図２は、排水トラップを示す縦断側面図
であり、図３は、排水トラップに取り付けられる蓋体を示す斜視図であり、図４は、排水
トラップに取り付けられる防臭筒を示す斜視図であり、図５は、排水トラップを示す縦断
斜視図であり、図６は、蓋体、網かご、防臭筒を取り外した状態の排水トラップを示す平
面図である。
【００１７】
　図１の符号１は、台所に配置されるキッチン台である。以下、図１の紙面左側をキッチ
ン台１の正面側として説明すると、このキッチン台１には、シンク２が設けられており、
シンク２の底面には、排水トラップ３が配置されている。この排水トラップ３には、床下
に配置される下水管（図示略）に通じる排水管４が接続されている。
【００１８】
　図１に示すように、シンク２の下方には、収納空間５が形成されており、シンク２の正
面側には、収納空間５を開放させることができる扉６が取り付けられている。排水トラッ
プ３に接続された排水管４は、排水トラップ３から背面側に延びてから屈曲されて下方に
延設されている。そのためシンク２の下方の収納空間５が、排水管４によって邪魔される
ことなく広く使用できるようになっている。
【００１９】
　図２に示すように、排水トラップ３は、シンク２の底面に形成された開口にフランジ７
を介して固着された有底円筒状のトラップ本体８を有しており、このトラップ本体８は、
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上方に開口されてシンク２からの排水が流入される開口部９を備えた水受椀部１０と、水
受椀部１０よりも下方に配置されて上方の水受椀部１０から流れてくる排水を溜める封水
椀部１１と、この封水椀部１１の外周に環状に配置される外周流路部１２と、から主に構
成されている。
【００２０】
　図２及び図５に示すように、封水椀部１１は、上方が開放されるお椀型、つまり有底円
筒状を成しており、この封水椀部１１の上端縁から溢れ出た水が周囲の外周流路部１２に
流れ落ちるようになっている。また、封水椀部１１の底面には、中央が上方に突出された
三角錐形状を成す山型部１３が形成されている。
【００２１】
　尚、水受椀部１０は円筒状に形成され、その内部には排水中に含まれる大きなゴミ等が
封水椀部１１内に入り込むことを防ぐ網かご１４が取り付けられるようになっている。ま
た、トラップ本体８の上部には、水受椀部１０の上方の開口部９を蓋う蓋体１５が着脱自
在に取り付けられており、この蓋体１５により網かご１４内に捕捉されたゴミを隠すこと
ができるようになっている。
【００２２】
　図３に示すように、蓋体１５は、上面に円盤状の板部材１６が配置されており、この板
部材１６によって水受椀部１０の上面開口を蓋うことができるようになっているとともに
、板部材１６の一部は切り欠かれており、この板部材１６の切り欠かれた部位に略半円形
状の皿部１７が形成されている。この皿部１７は、板部材１６の中心から離れた位置に形
成されるとともに、板部材１６よりも下方に配置されており、板部材１６と皿部１７の間
には、段部１７ａが形成されている。
【００２３】
　更に、図３に示す段部１７ａには、水受椀部１０内に排水を流入させる流入孔１８が縦
向きに形成されている。尚、この流入孔１８は、段部１７ａにおける中央部から離れた位
置、すなわち外周縁部寄りに形成されており、該流入孔１８から流入した排水が水受椀部
１０の内周面に沿うように流れるようになっている。皿部１７には、下方に凹んで排水を
案内できる本実施例における排水案内手段としての第１傾斜面１７ｂ（蓋体傾斜面）が形
成されており、この第１傾斜面１７ｂは、蓋体１５の中心に向けて下方に傾斜し、かつ蓋
体１５の円周方向に向けて下方に傾斜しながら延設されており、第１傾斜面１７ｂの傾斜
の最下方は、段部１７ａに形成された流入孔１８に繋がっている。尚、本実施例における
第１傾斜面１７ｂは、平面視で右回りの半円弧状を成している。
【００２４】
　トラップ本体８の外周流路部１２の下流側端部、つまりトラップ本体８の側方には、側
方に開口して排水管４に接続される流出口１９が形成されている。詳しくは、この流出口
１９の外周面には雄ネジ１９ａが形成されているとともに、該雄ネジ１９ａには袋ナット
２０が螺入されており、排水管４を流出口１９に挿入した状態で、袋ナット２０を流出口
１９の雄ネジ１９ａに螺合することで、流出口１９に排水管４が取り付けられている。尚
、流出口１９と排水管４との間には、ゴムリング２１が設けられ、排水管４が流出口１９
に水密に取り付けられるため、漏水が防止されている。
【００２５】
　尚、図２及び図６に示すように、外周流路部１２は、封水椀部１１を平面視で右回りの
螺旋状に取り囲むように形成されており、外周流路部１２の底面は、円周方向に向かって
下方に傾斜するように延設される本実施例における排水案内手段としての第３傾斜面１２
ａ（外周傾斜面）となっている。この第３傾斜面１２ａは、流出口１９の一側方（図６中
における流出口１９の下側）から反対側の側方（図６中における流出口１９の上側）に向
けて環状に形成され、その最下方は流出口１９に繋がっており、封水椀部１１の上端縁か
ら溢れ出た水は、外周流路部１２に沿って円周方向に平面視で右回りに流下して流出口１
９から排出されるようになっている。
【００２６】
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　更に、排水トラップ３は、トラップ本体８に上方から取り付けられる円筒状の防臭筒２
２を備えている。この防臭筒２２の下部には、封水椀部１１に遊嵌される筒体２３が形成
されているとともに、防臭筒２２の上部には、外方に向けて拡径する環状のフランジ部２
４が形成されている。フランジ部２４の上面は、該防臭筒２２の上面開口、すなわち水受
椀部１０内の排水をその下方の封水椀部１１内に流入させるための中央の流入口２５に導
く水受面を構成している。フランジ部２４の上面は流入口２５の周囲に環状に形成されて
おり、その外周側端面には雄ネジ２４ａが形成されている。尚、本実施例においては、フ
ランジ部２４の上面（水受面）が水受椀部１０の底面を構成している。
【００２７】
　つまり、図４に示すように、水受椀部１０内の排水は、水受椀部１０の底面中央に形成
された流入口２５から防臭筒２２内に流入し、防臭筒２２内を流下して該防臭筒２２の下
端開口から封水椀部１１に流入する。また、流入口２５には、棒状の摘み片２６が流入口
２５の中心を通るように掛け渡されている。更に、トラップ本体８における水受椀部１０
と外周流路部１２との間には、防臭筒２２の雄ネジ２４ａが螺合される雌ネジ８ａが形成
されている。
【００２８】
　また、防臭筒２２をトラップ本体８に取り付ける際には、防臭筒２２をトラップ本体８
に上方から挿入し、摘み片２６を摘んで防臭筒２２を回転させることで、フランジ部２４
の外周縁端面に形成された雄ネジ２４ａがトラップ本体８に形成された雌ネジ８ａに螺合
して取り付けられる。これにより、トラップ本体８の内部がフランジ部２４により上下に
区画され、流入口２５のみを介してトラップ本体８の上下部、すなわち上方の水受椀部１
０と下方の封水椀部１１及び外周流路部１２とが連通されることになる。
【００２９】
　また、フランジ部２４の上面には、本実施例における排水案内手段としての第２傾斜面
２４ｂ（水受傾斜面）が４つ形成されている。それぞれの第２傾斜面２４ｂは、中心に向
けて若干下方に傾斜し、かつ円周方向に向かって下方に傾くように延設されており、これ
らの第２傾斜面２４ｂの傾きは、円周方向に対して同じ方向が低くなるように傾けられて
いる。各々の第２傾斜面２４ｂの間に形成された段部には、略垂直方向に立設され、平面
視で外周縁から流入口２５に向かって渦巻状に延びる本実施例における排水案内手段とし
ての立設面２４ｃが複数形成されている。尚、本実施例における立設面２４ｃは、平面視
で右回りの渦巻状を成している。
【００３０】
　このように構成された排水トラップ３にあっては、図２に示すように、シンク２から流
れてきた排水が封水椀部１１に溜まるようになっているとともに、この封水椀部１１内に
上方から防臭筒２２の筒体２３が挿入され、筒体２３の下端と封水椀部１１の底面との間
及び封水椀部１１の内周と筒体２３の外周との間に隙間、すなわち流路が形成されるよう
に配置した状態でフランジ部２４の雄ネジ２４ａを雌ネジ８ａに螺合して封止することで
、流入口２５と流出口１９とが封水椀部１１を介してのみ連通することになるが、この封
水椀部１１内に所定レベル（例えば水面α）まで水が溜まることにより、筒体２３の下端
と封水椀部１１の底面との間及び封水椀部１１の内周と筒体２３の外周との間に形成され
た隙間が水により塞がる、すなわち封水椀部１１と防臭筒２２とにより封水（封水椀部１
１内に溜まる排水）が形成されることにより、下水側、つまり流出口１９側からの臭気や
害虫等が屋内側に進入してきても、この封水椀部１１を通過することができないようにな
っている。
【００３１】
　尚、防臭筒２２の摘み片２６の中央部には、本実施例における接触部材としての上方に
突出する凸部２６ａと下方に突出する凸部２６ｂが形成されている。上方側に突出する凸
部２６ａは、網かご１４の最下面に当接するようになっているとともに、下方側に突出す
る凸部２６ｂは、封水椀部１１に溜められた封水の水面αに接触するように形成されてい
る。
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【００３２】
　このように防臭筒２２に設けられた摘み片２６に、網かご１４の下面と封水の水面αの
両方に接触できる凸部２６ａ，２６ｂが設けられることで、水が有する表面張力によって
、網かご１４の網目に停滞する水が凸部２６ａ，２６ｂを介して封水椀部１１に溜められ
た封水に流れ落ちるようになり、網かご１４の乾燥を早めることができ、網かご１４にお
けるカビ等の発生を防ぐことができる。
【００３３】
　次に、排水がシンク２から排水トラップ３内に連続的に流入したときの排水の流れにつ
いて説明する。図１及び図３に示すように、シンク２から蓋体１５の板部材１６上に流れ
込んだ排水は、板部材１６の上面から皿部１７に流れ込み、皿部１７の第１傾斜面１７ｂ
に案内されながら流入孔１８から水受椀部１０に流入する。ここで、排水が第１傾斜面１
７ｂを流れる際に、第１傾斜面１７ｂが円周方向に向けて下方に傾いていることで、皿部
１７を流れる排水が、円周方向に右回りに回転するように流れる。
【００３４】
　そして、排水が流入孔１８から水受椀部１０内に流れ込むことで、水受椀部１０内にお
いて、円周方向に右回りの水流、すなわち渦流が発生することになる。このように、排水
がトラップ本体８（水受椀部１０）に流れ込む最初の開口部９にて、排水に円周方向に流
れる渦流を発生させることで、蓋体１５の流入孔１８から水受椀部１０に流れ込む水の勢
いを利用して水受椀部１０に渦流を効率よく発生させることができる。
【００３５】
　また、蓋体１５における中心から離れた位置に排水の流れを円周方向に案内する皿部１
７が配置されているため、水流に発生する遠心力より、渦流に勢いを与えることができる
。更に、蓋体１５の段部１７ａに形成される流入孔１８は、上下方向を向く段部１７ａの
壁面に形成され、側方に開口しているため、該流入孔１８から流入される排水は、水平方
向に流れながら水受椀部１０内に流入されるので、第１傾斜面１７ｂによって円周方向に
流れる排水の流れの勢いが弱まることなく水受椀部１０内に流入され、水受椀部１０内に
より勢いのある渦流を発生させることができる。
【００３６】
　そして、水受椀部１０内に流れ落ちて防臭筒２２のフランジ部２４の上面である水受面
上を流れる排水は、図４に示すように、円周方向に向けて下方に傾斜する第２傾斜面２４
ｂの傾斜に沿って右回りに回転しながら流れ、更に、該第２傾斜面２４ｂを流れる排水は
、平面視で渦巻状になっている立設面２４ｃにぶつかって中心に向けて案内され、フラン
ジ部２４の中央に形成された流入口２５から下方の封水椀部１１に流れ落ちるため、排水
は右回りに回転する渦流となって封水椀部１１に流れ込む。
【００３７】
　このように本実施例においては、流入口２５に排水が流れ込む直前のフランジ部２４の
上面において、第２傾斜面２４ｂ及び立設面２４ｃによって、排水を右回りに回転させて
渦流が発生されるので、流入する排水の水流により封水椀部１１内に効率よく渦流を発生
させることができる。
【００３８】
　図５に示すように、防臭筒２２の上面開口である流入口２５から筒体２３の内周面に沿
うようにして封水椀部１１に流れ込む排水は、右回りに回転する渦流となって流れ、この
水流により封水椀部１１内に溜まった水に渦流が発生するため、排水の流れが封水椀部１
１で停滞することなく、水流の勢いを保ったまま流れるようになる。さらに、この封水椀
部１１の渦流によって発生する遠心力により、排水に含まれるゴミが封水椀部１１の内周
面に向けて流動しやすくなり、筒体２３の外周面との間の流路内を浮上して封水椀部１１
から溢れ出る排水とともに外周流路部１２に流れ出すため、ゴミが封水椀部１１の底面に
滞留することが防止される。
【００３９】
　また、図２及び図５に示すように、封水椀部１１の底面に、中央部が上方に突出された
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山型部１３が形成されていることで、封水椀部１１の底面の中央にゴミが溜まりにくくな
るばかりか、封水椀部１１の底面外周部寄り、すなわち封水椀部１１の内周面と筒体２３
の外周面との間に形成される流路に向けてゴミが流動しやすくなるため、封水椀部１１の
底面の外周に溜まったゴミは、排水の水流により渦流が発生したときにその遠心力によっ
て浮上し、封水椀部１１から排水とともに外周流路部１２に溢れ出やすくなる。尚、排水
の流速を高めるため、筒体２３の下端と封水椀部１１の底面との間及び封水椀部１１の内
周と筒体２３の外周との間に形成された隙間は５～９ｍｍであることが好ましい。
【００４０】
　図２及び図６に示すように、封水椀部１１から外周流路部１２に溢れ出した排水は、外
周流路部１２に円周方向に向けて下方に傾くように形成された第３傾斜面１２ａに沿って
円周方向に平面視で右回りに流れるようになる。このように封水椀部１１から溢れ出る排
水が渦流となって流れ出るようになるため、外周流路部１２に排水中に含まれるゴミが溜
まらないようになる。
【００４１】
　尚、排水がシンク２から多量、かつ連続的に流れてきた場合には、封水椀部１１及び外
周流路部１２内の排水の水面が、封水椀部１１の上端縁よりも上方になって流れる。その
ときに外周流路部１２を流れる排水が、第３傾斜面１２ａの傾斜に沿って平面視で右回り
に流れると、封水椀部１１内の排水も外周流路部１２を流れる排水の水流に引きずられて
平面視で右回りの渦流になる。よって、封水椀部１１から排水が溢れ出る際においても封
水椀部１１内に渦流を効果的に発生させることができる。
【００４２】
　また、本実施例によれば、排水トラップ３に設けられた第１傾斜面１７ｂ、第２傾斜面
、立設面２４ｃ、第３傾斜面１２ａの全ての排水案内手段が、平面視で同じ右回りに回転
する渦流になるように排水を案内するので、排水トラップ３内を流れる排水の勢い（水流
）を封水椀部１１内で弱めることなく、スムーズに流出口１９まで流出させることができ
る。更に本実施例では、右回りの渦流が発生するように排水案内手段が構成されているが
、左回りの渦流が発生するように排水案内手段を構成してもよい。
【００４３】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【００４４】
　例えば、前記実施例における排水トラップ３では、排水案内手段として、蓋体１５に形
成された第１傾斜面１７ｂ（蓋体傾斜面）、水受椀部１０の底面に形成された第２傾斜面
２４ｂ（水受傾斜面）及び立設面２４ｃ、外周流路部１２の底面に形成された第３傾斜面
１２ｂ外周傾斜面が設けられていたが、これらのうちいずれか１つのみが形成されていて
もよいし、組み合わせも種々に変更可能である。また、本発明における排水案内手段は、
排水トラップ３に形成され、排水を案内することで該水流により渦流を発生させることが
できるものであれば、上記箇所に形成されていてもよい。
【００４５】
　また、前記実施例では、排水案内手段としての立設面が、第２傾斜面２４ｂ同士の間に
複数形成された段部に設けられた立設面２４ｃとなっていたが、本発明はこれに限定され
るものではなく、フランジ部２４の上面に平面視で流入口２５に向かって渦巻状に延びる
凸条を形成し、この凸条における傾斜面側の側面を立設面として構成してもよいし、フラ
ンジ部２４の上面に平面視で流入口２５に向かって渦巻状に延びる凹条を形成し、この凹
状における傾斜面側の側面を立設面として構成してもよく、このように渦巻状の凸条およ
び凹条であってもフランジ部２４の上面（水受面）を流れる排水に渦流を発生させること
ができる。
【００４６】
　また、前記実施例では、網かごの最下面と封水椀部に溜められる封水の水面とに接触す
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ることができる接触部材は、防臭筒２２の流入口２５に掛け渡された摘み片２６に形成さ
れた凸部２６ａ，２６ｂによって構成されていたが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、防臭筒２２とは別個に設けられた接触部材を構成してもよい。例えば、封水椀部１
１の底面に形成された山型部１３の頂点をさらに上方まで延設して、山型部１３を網かご
１４の最下面に接触させることで接触部材を構成してもよいし、網かご１４の最下面に下
方に延びる棒部材を固着させ、この棒部材の下端が封水椀部１１の封水の水面と接触する
ようにして接触部材を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】実施例における排水トラップが設けられたシンクを示す縦断側面図である。
【図２】排水トラップを示す縦断側面図である。
【図３】排水トラップに取り付けられる蓋体を示す斜視図である。
【図４】排水トラップに取り付けられる防臭筒を示す斜視図である。
【図５】排水トラップを示す縦断斜視図である。
【図６】蓋体、網かご、防臭筒を取り外した状態の排水トラップを示す平面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　　　　　　キッチン台
２　　　　　　　　シンク
３　　　　　　　　排水トラップ
４　　　　　　　　排水管
５　　　　　　　　収納空間
６　　　　　　　　扉
７　　　　　　　　フランジ
８　　　　　　　　トラップ本体
８ａ　　　　　　　雌ネジ
９　　　　　　　　開口部
１０　　　　　　　水受椀部
１１　　　　　　　封水椀部
１２　　　　　　　外周流路部
１２ａ　　　　　　第３傾斜面（外周傾斜面／排水案内手段）
１３　　　　　　　山型部
１４　　　　　　　網かご
１５　　　　　　　蓋体
１６　　　　　　　板部材
１７　　　　　　　皿部
１７ａ　　　　　　段部
１７ｂ　　　　　　第１傾斜面（蓋体傾斜面／排水案内手段）
１８　　　　　　　流入孔
１９　　　　　　　流出口
１９ａ　　　　　　雄ネジ
２０　　　　　　　袋ナット
２１　　　　　　　ゴムリング
２２　　　　　　　防臭筒
２３　　　　　　　筒体
２４　　　　　　　フランジ部（水受面）
２４ａ　　　　　　雄ネジ
２４ｂ　　　　　　第２傾斜面（水受傾斜面／排水案内手段）
２４ｃ　　　　　　立設面（排水案内手段）
２５　　　　　　　流入口
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２６　　　　　　　摘み片
２６ａ，２６ｂ　　凸部（接触部材）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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